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新年のごあいさつ新年のごあいさつ

　令和２年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶

を申し上げます。

　旧年中は、本会の運営に深いご理解と格別なる

ご支援、ご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。

　さて、昨年の我が国経済を顧みますと、輸出を

中心に弱さが長引いたものの、企業収益が高い水

準で推移するとともに、雇用情勢の着実な改善と

個人消費の持ち直しから、緩やかな回復が続きま

した。国内成長率はプラス傾向を維持したもの

の、一方で消費税率引上げに伴う駆け込み需要の

反動減、各地で相次いだ台風等自然災害の甚大な

影響、米中貿易摩擦の長期化をはじめとする世界

経済の不透明感などから慎重さが増し、先行きは

楽観できない状況となっております。

　本県経済に目を向けますと、昨年前半は全国同

様、製造業などの一部に停滞が見られつつも、個

人消費の回復傾向が続き、企業の設備投資も底堅

く推移するなど総じて緩やかな回復基調にありま

した。しかしながら、10月の消費税率引上げが中

小企業の現場にどれほどの影響を及ぼすかが懸念

される中で、さらに追い打ちをかけるように、令

和元年台風第19号が関東・甲信地方、東北地方

を襲い、本県でも記録的な豪雨により各地で建物

の床上・床下浸水など甚大な被害が発生しました。

　栃木県によると、台風第19号による県内企業

の被害額は約190億円に上ると言われ、建物・機

械装置等の浸水により操業停止を余儀なくされ、

売上減少・収益悪化に見舞われた中小企業が数多

くあり、中には再開のめどが立たず、残念ながら

廃業を決められた事業者もいると聞いております。

被災された組合・中小企業の皆様には改めて衷心

よりお見舞い申し上げますとともに、本会といたし

ましても国・県等と緊密に連携し、いわゆるグル

ープ補助金をはじめとする各種支援施策の推進を

通じて、一日も早い事業の復旧、経営の再建に向

けて最大限のご支援をさせていただく所存です。

　そのような状況下で新年を迎えた我が国経済で

すが、今年は世界経済に不確実性が残存する中で

力強い回復は期待しにくいものの、輸出は底入れ

に向かい、内需の伸びは鈍化しつつも緩やかな景

気回復は持続していくものと思われます。

　本県においても、台風被害からの復旧・復興の

速やかな進展が期待される中で、中小企業は、依

然人手不足が続く環境下での働き方改革への対

応、事業承継問題、キャッシュレス決済への対

応、ＢＣＰ（事業継続計画）策定などの経営課題

に取り組んでいくことが求められます。

　このような困難な課題が山積する状況において

こそ、組合組織を活用して不足している経営資源

を補い、経営基盤を強化するとともに新製品や新

技術、新サービスといった新たな価値を創造して

いくことが、地域の中小企業にとって有効な経営

戦略の一つとなります。

　本会といたしましても、組合等中小企業連携組

織の専門支援機関として、これまで培ったノウハ

ウやコーディネート機能を発揮し、中小企業の組

織化支援をはじめ企業間連携を推進することによ

り、多様で活力ある中小企業の振興発展を図り、

地域経済の活性化に貢献して参ります。

　今年の干支は「庚子」（かのえ・ね）です。ご

承知のとおり「子」は十二支の始まりの年であ

り、新たな生命がきざし始める状態を意味しま

す。さらに、「庚」と「子」の組み合わせは「相

生」となり、お互いを強め合う関係性と言われま

す。今年は、組合の皆様が手を取り合い、協同の

力で新しい事業にチャレンジされるのには絶好の

年になるのではないでしょうか。

　結びに、本年が会員並びに構成員企業の皆様に

とって、充実したより良い年となりますことを心

からお祈り申し上げまして、年頭のご挨拶といた

します。

令和２年元旦　

栃木県中小企業団体中央会

会 長 　齋　藤　高　藏
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新年のご挨拶新年のご挨拶

　中小企業団体中央会会員の皆様、あけましてお

めでとうございます。年頭に当たりまして、私の

所信を申し上げます。

　知事４期目の任期の仕上げの年となりました。

就任以来、現場主義を徹底するとともに、県民中

心・市町村重視を基本として県政を進めて参りま

した。今後とも、県民や市町等の声に真摯に耳を

傾け、前例にとらわれることなく、県政が抱える

課題の解決にスピード感を持って取り組んで参り

ます。

　さて、昨年は令和元年台風第19号に伴う記録

的な豪雨により、県内でも尊い人命が失われた

ほか、家屋や店舗、工場等の浸水をはじめ、河

川・道路、農作物等に甚大な被害が発生しまし

た。一日も早い被災地の復旧・復興のために、関

係機関と緊密に連携し、全力で支援して参りま

す。

　現在、本県が目指す将来像「人も地域も真に輝

く　魅力あふれる元気な“とちぎ”」の実現に向

け、来年度に計画期間の最終年度となる栃木県重

点戦略「とちぎ元気発信プラン」の総仕上げを行

うとともに、人口減少・高齢化、気候変動などに

起因する諸課題に対応するため、次期プランの策

定を進めております。

　また、今年３月に策定する栃木県版まち・ひと

・しごと創生総合戦略「とちぎ創生１
いちご

５戦略」に

続く次期戦略では、人口減少問題の克服と地域の

活力の維持に努めて参ります。

　具体的には、本県の地理的優位性を生かし、と

ちぎの未来を担う若者の東京圏からのＵＩＪター

ンに取り組むとともに、Society  5.0の実現に

向けて、未来技術の導入を促進し、企業等の生産

性向上等を図るほか、防災・減災、国土強靱化の

推進により安全・安心なとちぎづくりにもつなげ

て参ります。

　夏の東京2020オリンピック・パラリンピック

競技大会に向け、多くの外国人観光客が来日する

ことが予想されることから、拡大するインバウン

ド需要を取り込むほか、その２年後に本県で開催

する第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国

体」及び第22回全国障害者スポーツ大会「いち

ご一会とちぎ大会」が、県民総参加で感動を共有

できる大会となるよう、各種取組を着実に進めて

いきたいと考えております。さらに、本県の魅力

・実力を、デジタル技術を活用して国内外に発信

するなど、とちぎブランドの確立により一層努め

て参ります。

　県民の皆様が未来に希望を抱き、ふるさとに誇

りを持てるとちぎを創るため全身全霊で取り組ん

で参りますので、一層の御理解と御支援をお願い

いたします。

　本年が皆様にとって素晴らしい年となりますこ

とをお祈り申し上げまして、新年のごあいさつと

いたします。

令和２（2020）年１月　

栃木県知事

福　田　富　一
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全国中小企業団体中央会

会  長　森　　　　洋

栃木県商店街振興組合連合会

理事長　長　島　俊　夫

　明けましておめでとうございま

す。令和２年の年頭に当たり、謹

んで新年のご挨拶を申し上げます。

　昨年６月に会長に就任後、初めて迎える新年であり、大変

身の引き締まる思いであります。

　昨年は、台風をはじめとした一連の風水害等による被害が

相次いで発生し、甚大な被害を及ぼしました。被災された皆

様には謹んでお見舞い申し上げますとともに、一刻も早く復

旧されますことをご祈念申し上げます。

　また、11月26日には「中小企業等協同組合法施行70周

年及び中小企業団体の組織に関する法律施行60周年記念式

典」を開催しました。表彰の栄に浴されました受彰者の皆様

方に対し心よりお祝い申し上げますとともに、そのご努力に

深く敬意を表します。

　会長として半年間を振り返りますと、自然災害による被

害、深刻な人手不足、事業承継、消費増税と複数税率の導

入、働き方改革などへの対応、最低賃金の引上げ、さらには

米中の貿易摩擦による受注減少など、中小企業を取り巻く事

業環境は、厳しさを増しております。

　このような状況の中、中小企業においては生産性向上が急

務であり、そのためには、個々の自助努力に加えて、中小企

業組合による共同化、協業化や企業間の連携強化を図るな

ど、積極果敢に対応していくことが重要であります。

　昨年11月７日に鹿児島市の鹿児島アリーナにて開催した

　皆様、明けましておめでとうご
ざいます。令和２年の新春を迎え、

謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
　さて、我が国経済は、政府の掲げる各種経済対策によ
り、雇用・所得環境の改善や個人消費に持ち直しの動きが
見られるなど、緩やかに回復していると言われております。
しかしながら、地域の商店街は、少子・高齢化による人
口減少や後継者不足による空き店舗の増加、消費スタイル
の多様化など様々な課題を抱えており、景気回復の恩恵を
肌で実感できるには至っておりません。さらに、昨年10
月からの消費税率の引上げに伴う消費者の買い控えに加え、
我々商業者にとっては軽減税率制度やキャッシュレス・ポ
イント還元事業への対応を迫られるなど、目まぐるしい環
境変化を強いられております。
　このような厳しい経営環境下ではありますが、商店街は
地域の暮らしを支える生活基盤として、多様なコミュニテ
ィ機能や公共的機能としての役割も担っております。高齢
者や子育て家族に対する支援の充実や、防災・防犯、環境
保全など、地域社会における生活環境の維持・向上等に向
けた取組みも求められております。私ども商店街振興組合
でも、地域内の消費活動の促進のみならず、地域の安心・

「第71回中小企業団体全国大会」では、全国各地から中小

企業団体の関係者3,000名が参集し、

Ⅰ．中小企業・小規模事業者の生産性向上支援等の拡充

Ⅱ．中小企業の実態を踏まえた労働・雇用・社会保険料対策

の推進

Ⅲ．震災復旧・復興支援、豪雨等による災害対策の拡充

Ⅳ．中小企業・小規模事業者の積極的な事業活動を支える環

境整備

などを決議し、実現に向けて政府等に要望して参りました。

　全国中央会は、令和の時代の新しい組合と中央会のあり方

を見つめ、現場の声を大切にしながら、中小企業を代表する

組織としての政策提言を行って参ります。また、「頼られる

全国中央会」となるよう、業務執行体制の充実及び中央会の

社会的なプレゼンス向上を図るため、都道府県中央会や全国

団体と一体となって、会員の皆様に対する伴走型・提案型の

支援の充実・強化を図っていく所存です。

　本年７月には、いよいよ東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会が開催されます。世界に日本の中小企業の魅力を

発信する絶好の機会であります。本年が中小企業組合と中小

企業にとりまして、オリンピック・イヤーにふさわしい、活

気に満ちた活力あふれる素晴らしい１年となりますことを心

よりご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただき

ます。

令和２年元旦　

安全なまちづくりに寄与するべく、行政や中小企業支援機
関と連携しながら、各種商店街事業を企画・実行しており
ます。今後とも地域の皆さまに寄り添い頼りにされる「地
域密着型商店街」であり続けることを肝に銘じ、可能な限
り実践していく所存です。
　また、本年2020年は「東京オリンピック・パラリンピ
ック」開催に伴い外国人観光客の増加が見込まれること
から、インバウンド消費の拡大が期待されます。さらに、
2022年には「いちご一会とちぎ国体」の開催を控えてお
り、全国各地のお客様の来県が予想されます。我々商店街
は、観光客の皆様がはじめに接する「まちの顔」としての
役割を担っております。各地からの様々な来街者を「おも
てなし」の心で迎え入れるため、接客力向上やＳＮＳ等を
活用した情報発信に取り組み、とちぎの魅力を伝える「オ
ールとちぎ」の一員として関係機関と緊密な連携を図りな
がら、連合会一丸となって努力して参りたいと存じます。
　結びに、関係者各位の変わらぬご支援・ご協力を賜りま
すようお願い申し上げますとともに、本年が皆様にとって
良い年となりますよう心からご祈念申し上げ、年頭のご挨
拶といたします。

令和２（2020）年　元旦　

年頭に当たって

新年のご挨拶
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株式会社商工組合中央金庫　宇都宮支店

支店長　奥　　　直　久

株式会社商工組合中央金庫　足利支店

支店長　佐　藤　健　二

　新年あけましておめでとうござ

います。

　栃木県中小企業団体中央会様並びに会員の皆様には、平素

より私ども商工中金をお引き立て賜り、誠にありがとうござ

います。

　令和２年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げ

ます。

　まずは台風19号をはじめとする近時の自然災害により被

災された事業者の皆様に対し心よりお見舞い申し上げます。

商工中金では特別相談窓口を通じて相談体制を整えるととも

に被害を受けられた中小企業の皆様からのお借入れやご返済

に関するご相談に対して個別の事情に応じた迅速な対応を図

り、セーフティネット機能の発揮が当金庫の最大の使命と考

え、復旧に向けた取り組みを強化してまいります。

　さて国内経済は輸出を中心に弱さが長引いているものの、

緩やかに回復している状況にあり、先行きについては当面弱

さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種

政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されて

おります。ただし、米中通商問題をめぐる緊張、中国経済の

先行き、英国のＥＵ離脱の行方等の海外経済の動向や金融資

本市場の変動の影響に加え、消費税引き上げ後の消費者マイ

　新年あけましておめでとうござ

います。

　栃木県中小企業団体中央会様並びに会員の皆様には、平

素より私ども商工中金をお引き立て賜り、誠にありが２と

うございます。

　令和２年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上

げます。

　昨年の台風19号をはじめとする自然災害により被災さ

れました皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。一日

でも早い復旧、そして復興をお祈り申し上げます。商工中

金としましては、特別相談窓口を開設するなどご相談に対

して懇切丁寧に取り組み、セーフティネット機能を発揮し

てまいります。

　さてわが国経済をみますと、内需が底堅く推移した一方

で、外需の減速が続いています。内需では、キャッシュレ

ス還元や教育無償化の効果は相応に見込まれるものの、消

費増税による個人消費の停滞感が強まる恐れがあります。

また、輸出の減速や世界経済の先行き不透明感があり、製

造業によるこれまでのような設備投資の伸びに不透明感が

あります。外需に目を向けると、世界的な金融緩和が進み

世界経済を下支えしている一方で、米中通商摩擦をはじめ

とした世界経済の下押し圧力は依然として強い状況です。

保護主義が広がりを見せる中、世界景気の持ち直しが遅れ

ンドの動向に留意する必要があり、また相次ぐ自然災害の経

済に与える影響も加わり、今後の動向がますます見通しにく

くなっている状況でございます。

　商工中金といたしましては皆様をより深く知るための事業

性評価に今まで以上に取り組み、事業に対する理解を深め、

資金繰りを最適化する経営支援型融資をはじめ、重点分野融

資に注力し中小企業組合・中小企業事業者様の企業価値向上

に貢献していきたいと考えております。

　また全国店舗網を活かしたビジネスマッチングデータベー

ス情報の積極的な活用や、海外展開支援、喫緊の課題である

事業承継相談についても、出来る限りの情報提供・取組を行

い、営業面・事業運営面でも一層お役にたてるような取り組

みを精一杯していきますので引き続きご指導・ご鞭撻のほ

ど、よろしくお願い申し上げます。

　いよいよ本番となるオリンピックやその２年後の栃木国

体、ＬＲＴ等宇都宮東口再開発の本格化等、今年も様々なイ

ベントが予定されておりますが、商工中金として地域経済の

活性化に貢献できるよう全力で取り組んでいきますので、今

後とも格別のご指導とお引き立てを賜りますようお願い申し

上げますとともに、栃木県中小企業団体中央会様並びに会員

様の益々のご繁栄とご健勝を祈念いたします。

るリスクは根強く、わが国の輸出回復が遅れる可能性にも

目配りする必要がありそうです。複雑で多様化の流れが更

に進むと推測されます。

　商工中金といたしましては、真にお客様本位で長期的な

視点から、ニーズや課題に応じた最適なオーダーメイド型

ソリューションを効果的に提供し、中小企業及び中小企業

組合の価値向上と地域の活性化に貢献できるよう最善を尽

くしてまいります。

　生産性改善、人材確保、事業承継、新分野進出、海外進

出、BCP、SDGs、シェアリングエコノミー、経営改善

ほか直面している中小企業の様々な経営課題やニーズ解決

を可能とするために、日本全国47都道府県、海外４拠点

の幅広いネットワーク活用や事業性評価を通じた経営支援

総合金融サービス事業を展開しています。また、協同組合

における共同経済事業の活性化などを支援する仕組みを継

続しているほか、中小企業関連団体との連携・協業を強化

してまいります。

　皆様から信頼され、お役に立てるよう、役職員一同全力

で努力を続けてまいりますので今後とも格別のご指導と変

わらぬご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　年頭にあたり、栃木県中小企業団体中央会様並びに会員

の皆様、関係団体の皆様がより良い１年になりますよう

益々のご繁栄とご健勝を祈念いたします。

新年のご挨拶

新年のご挨拶
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令和２年新年賀詞交歓会のご案内
　本会では、令和２年の新春を迎えるにあたり、多数のご来賓の方々をお招きし、恒例の「新年賀

詞交歓会」を以下により開催致します。組合員の皆様お誘い合わせの上、奮ってご参加ください。

参加ご希望の方は、本会までお申込み下さい。

　　日　時：令和２年１月24日（金） 17時〜18時30分
　　場　所：ホテル東日本宇都宮・３階　大和東（宇都宮市上大曽町492−1）
　　会　費：お一人3,000円（当日、受付にて徴収させていただきます。）

　　※ご出席の方は、当日名刺をご持参ください。

「中央会・組合祭り2020」好評につき今年も開催!!
　本会では、会員組合及びその組合員等を一堂に集め、組合員等の商品やサービスのＰＲ並びに販

路拡大などを支援するため、「中央会・組合祭り2020」を昨年に引き続き今年も開催致します。
　昨年は、15組合等が出展し、餃子や菓子等の試食・販売ブースが設けられたほか、生花や益子焼
の商品が即売されました。

　２日間で約２万２千人のお客様が来場され、栃木県産の銘菓や特産品を舌と目で堪能されるな

ど、大変充実したイベントとなりました。

　ただ今、出展者募集中ですので、出展を希望される組合・組合員の方は、本会までお問い合わせ

ください。詳しい開催要領をご説明させていただきます。

　　日　時：令和２年２月29日（土）・３月１日（日）　両日10：00〜16：00
　　場　所：「道の駅」しもつけ（下野市薬師寺3720−1）
　　内　容：商品等の展示及び販売

　　出展料：無料

昨年の様子（屋内・屋外）

中央会からのお知らせ中央会からのお知らせ
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最近の中央会に関する出来事をご紹介いたします。

◇ 緊急時組合連携事業　業界別・地域別講習会  開催

◇ 組合等中小企業ＢＣＰ（事業継続計画）策定支援事業  業種別ＢＣＰセミナー  開催

◇ キャッシュレス観光地等利用促進事業  開催

　　期  日：令和元年11月19日（火）
　　場  所：宇都宮市「栃木県庁北別館」
　『建設業界における災害時応援協定の可能性を探る』

と題し、日本大学危機管理学部  専任講師  山下博之氏を
講師に迎え、栃木県建設業協同組合連合会を対象に講習

会を開催いたしました。

　建設業界は、災害後の復興現場の第一線で活躍する業

界として、防災・減災への対策は進んでいるものの、大

規模災害時には直接・間接の被災は避けられません。そ

こで、有事に備えた他事業者との災害時応援協定の必要

性等について、事例紹介を含めた講演がなされました。

講演後の質疑では、参加者の関心の高さから、活発な意

見が交わされました。

　なお、本講習会は、（一社）栃木県建設業協会との共催により開催いたしました。

　　期  日：令和元年11月26日（火）
　　場  所：宇都宮市「（一社）栃木県トラック協会」

　『栃木県におけるＢＣＰの必要性』と題し、栃木県ト

ラック協会協同組合の組合員を対象に、東京海上日動火

災保険（株）栃木支店の中澤巧氏を講師に迎え、セミナー

を開催いたしました。

　講演では、ＢＣＰ（事業継続計画）の必要性、栃木県で

想定される地震・自然災害リスク、栃木県によるＢＣＰ

策定支援等について説明が行われました。

　実践編では「入門コースレベルのＢＣＰ策定様式」を

用いて、運送業用のシナリオ例を交えながら、項目ごと

にワークショップを行い、参加者は自社の簡易版ＢＣＰ

策定に取り組みました。

　　期  日：令和元年12月３日（火）
　　場  所：宇都宮市「ほっとステーション」

　県内の観光地等のキャッシュレス決済を推進し、観光

地等の活性化と中小事業者の集客力向上を図ることを目

的に、宇都宮ユニオン通り商店街振興組合の組合員を対

象にキャッシュレス決済導入説明会を開催しました。

　説明会では、キャッシュレス決済導入のメリットとし

て、キャッシュレス決済とＳＮＳマーケティングがもた

らす相乗効果、スマートフォンによる販売促進など、具

体的事例を交えた紹介がなされました。

　本会では、今後とも県内各地にて当説明会を開催し、

事業者のキャッシュレス決済導入促進を図ってまいります。

講習会の様子（講師：山下博之氏　写真中央）

セミナーの様子（講師：中澤巧氏　写真中央）

説明会の様子
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◇ コミュニティ＆ソーシャルビジネス支援事業  研修会  開催

◇ 金山神社例大祭「ふいご祭り」開催

◇ 外国人技能実習制度適正化講習会  開催

　　期  日：令和元年12月４日（水）
　　場  所：宇都宮市「コンセーレ」

　ビジネスの手法で地域の課題解決を図る「コミュニテ

ィ＆ソーシャルビジネス」に取り組む事業者等を対象に、

（株）マジックマイスター・コーポレーション 代表取締

役 大谷芳弘氏を講師に迎え、『マスコミからドンドン取材

が来るプレスリリース講座』を開催いたしました。

　「広報セミナー」では、消費者目線で価値を見つけ、

マスコミ目線で広報していくプレスリリースのポイント

等が解りやすく説明されました。続いて開催された「プ

レスリリース作成実践ワーク」では、特製のチェックリ

ストを活用して、参加者が自社のプレスリリース作成を

体験いたしました。

　　期  日：令和元年12月６日（金）
　　場  所：足利市「金山神社」

　昔ながらの鍛冶技法の伝統を後世に伝える貴重な儀式

「ふいご祭り」が、足利市福富新町の足利鉄工団地協同

組合地内の一角にある金山神社で行われました。

　毎年12月、年１回の大祭では、鍛錬職にとってもっと
も大切な鞴（ふいご）に感謝し、鉄工の神様に鉄工業関係

者の安全と繁栄を祈願しています。

　足利鉄工業協同組合・足利鉄工団地協同組合の組合員

から選ばれた５人の鍛冶鍛錬者たちが烏帽子、直垂白装

束をまとい、力を合わせてひとつの新しい鉄の輪を鍛え

作りました。20分ほどで鉄の輪が完成し、代々続く鉄の
輪につなぎ、新たな鎖として神社に奉納されました。

　　期  日：令和元年12月９日（月）
　　場  所：宇都宮市「ホテルニューイタヤ」

　外国人技能実習生の受入組合及び受入を検討している

組合を対象に適正化講習会を開催いたしました。

　第１部では、講師として外国人技能実習機構　東京事

務所次長の渡邉圭二氏をお招きし、技能実習制度の仕組

みや現状、監理団体の許可・技能実習計画の認定等に係

る手順等について解説していただきました。

　第２部では、講師に福田国際法務事務所　国際行政書

士の福田智一氏をお招きし、新在留資格「特定技能」の

ポイントについて、改正入管法の内容や在留資格の該当

性など注意すべき点を解説していただきました。

　また、最後に本会職員より、現在本会で実施している外国人技能実習制度適正化指導事業について、現

地調査の協力等をお願いいたしました。

研修会の様子（講師：大谷芳弘氏　写真中央）

ふいご祭りの様子

講習会の様子（講師：渡邉圭二氏　写真中央）

最近の中央会に関する出来事をご紹介いたします。
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年頭にあたり皆様のご繁栄、ご健勝をお祈り申し上げます

〜2020年　誌上賀詞交歓会〜

2020中央会 Monthly １月号 年賀広告

謹賀新年謹賀新年謹賀新年

栃 木 県 菓 子 工 業 組 合

理事長　齋　藤　高　藏

　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市岩曽町１３２７－１
ＴＥＬ  ０２８（６６１）６４２７
ＦＡＸ  ０２８（６６１）６５２４

 話に花を添え　暮らしに潤いを与えてくれる

 　お菓子をどうぞ
　栃木県自動車整備商工組合

理 事 長　喜　谷　辰　夫
副理事長　小　平　雅　久
　 同　 　阿　部　健　三
　 同　 　齊　藤　　　功

宇都宮市八千代１－９－１０
ＴＥＬ  ０２８（６５９）４３７０
ＦＡＸ  ０２８（６５８）９５３２

組合員一人ひとりの夢の実現

コミュニティ再生と「持続可能な社会」実現への貢献

こらぼワーク

企業組合とちぎ労働福祉事業団

理事長　佐　藤　賢　二

宇都宮市西川田７－１－２
ＴＥＬ  ０２８（６４５）５５６１
ＦＡＸ  ０２８（６５９）４９５９
URL:http://www.kyoudou.net/

栃木県北建設業協同組合

理 事 長　石　川　裕　之
副理事長　櫻　岡　増　実
　 同　 　岩　見　　　武
　 外　 　組 合 員 一 同

大田原市紫塚４－３９４４－１２０
ＴＥＬ  ０２８７（２２）２１２４
ＦＡＸ  ０２８７（２２）２１２５

鹿沼木工団地協同組合

理事長　白　石　　　修

　外　　役 職 員 一 同

鹿沼市茂呂２６１１－１
ＴＥＬ  ０２８９（６２）５１７１
ＦＡＸ  ０２８９（６２）５１７４
URL:http://www.kmk-net.com/

宇都宮卸商業団地協同組合

理事長　羽　石　光　臣

　外　　組 合 員 一 同

宇都宮市問屋町３１７２－１
ＴＥＬ  ０２８（６５６）２３２３
ＦＡＸ  ０２８（６５６）７２７５

URL:http://www.umic.or. jp/

宇都宮市管工事業協同組合
理 事 長　和　田　　　均
副理事長　小　牧　伸　敏
　 同 　　山　本　幹　夫
　 外 　　組 合 員 一 同

宇都宮市平出工業団地４４－２８
ＴＥＬ  ０２８（６８３）５６００
ＦＡＸ  ０２８（６６３）２１１７
URL:http://www.u-kankoji.or. jp/

くらしの水、いのちの水を大切に守る。

栃木県陸砂利採取業協同組合

理事長　佐　藤　茂　秀

　外　　役 職 員 一 同

那須塩原市上厚崎２７３－３４
ＴＥＬ  ０２８７（７４）５１２６
ＦＡＸ  ０２８７（７４）５１２７

URL:http://www.tochigi- jari.net/
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2020中央会 Monthly １月号 年賀広告

「産業人の熱い心とともに歩む
　　地域密着型のリーディングカンパニー
　　　いま、先進の技術で産業新時代を拓きます。」

高圧ガス・溶接機材・工作機械の技術商社

光 機 材 株 式 会 社

取 締 役 会 長　瓦　井　利　宗
代表取締役社長　瓦　井　　　成

本社／宇都宮市問屋町３１７２－６２
ＴＥＬ ０２８（６５６）３１５５
URL:http://www.hikari-kizai.com/

支店／郡山　　営業所／小山・大田原

栃木・あなたの街の接骨院、整骨院

栃木県柔道整復師協同組合
理事長　江　原　義　明
　外　　理　事　一　同

 宇都宮市西一の沢町４－７
公益社団法人　栃木県柔道整復師会内

ＴＥＬ  ０２８（６４８）０５３２
ＦＡＸ  ０２８（６４８）１８４７
E-mail :tochigi@sekkotuin. jp
URL:http://www.sekkotuin. jp/

那須野環境整備事業協同組合

理事長　白　井　秀　樹

　外　　組 合 員 一 同

大田原市今泉４２９－１７
ＴＥＬ  ０２８７（２３）３２３１
ＦＡＸ  ０２８７（２３）３６６４

協業組合環境整美公社

理事長　北　川　典　生

　外　　役 職 員 一 同

大田原市今泉４２９－１７
ＴＥＬ  ０２８７（２３）３２３１
ＦＡＸ  ０２８７（２３）３６６４

住みよい地域社会づくりに貢献する

日 光 建 設 業 協 同 組 合

代表理事　柴　田　政　之

　 外　 　役　員　一　同

日光市上鉢石町１０８７
ＴＥＬ  ０２８８（５４）０１４０
ＦＡＸ  ０２８８（５３）３４１９
URL:http://www17.plala.or. jp/
tochikennikkosib/kumiai/index.html

宇都宮建設事業協同組合

理事長　増　渕　　　薫

　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市簗瀬町１９５８－１
ＴＥＬ  ０２８（６３６）５２２１
ＦＡＸ  ０２８（６３９）２９７５

栃木県集成材協業組合

理事長　樽　見　正　衛

組合員　鹿 沼 木 工（株）

鹿沼市磯町東川原１２３
ＴＥＬ  ０２８９（７５）３９６１
ＦＡＸ  ０２８９（７５）２０１６
URL:http://www.tochisyu.or. jp/

栃木県中央生コンクリート協同組合

理事長　田　上　秀　文

　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市平松本町１１４０－１
ＴＥＬ  ０２８（６３５）５５８３
ＦＡＸ  ０２８（６３５）５５８７

年頭にあたり皆様のご繁栄、ご健勝をお祈り申し上げます謹賀新年謹賀新年謹賀新年
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栃木県弁護士協同組合

代表理事　平　野　浩　視

　 外 　　役 職 員 一 同

宇都宮市明保野町１－６
ＴＥＬ  ０２８（６８９）９０００
ＦＡＸ  ０２８（６８９）９０１８

栃 木 県 臓 器 協 同 組 合

理事長　加賀田　敏　雄

　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市川田町２２０
ＴＥＬ  ０２８（６５６）５９９３
ＦＡＸ  ０２８（６５６）６８２４

平家の里湯西川協同組合

代表理事　山　城　晃　一

　 外 　　役 職 員 一 同

日光市湯西川１０４２
ＴＥＬ  ０２８８（９８）０１２６
ＦＡＸ  ０２８８（９８）０５６８

URL:http://www.heikenosato.com/
E-mail :heikenosato@indigo.plala.or. jp

協同組合栃木県消防設備保守協会

理事長　笹　岡　　　章

　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市花園町６－７
ＴＥＬ  ０２８（６５１）０７０９
ＦＡＸ  ０２８（６４９）５７７７

URL:http://www.tochishosetsu.jp/
E-mail : info@tochishosetsu.jp

関東最大級の古物市場

【買取商品】新品から中古まで
家具、家電、ＯＡ機器、オフィス家具、厨房器機、
各種小物及び余剰在庫他　お問い合わせください。

関東道具市場協同組合
理事長　印　東　和　也
　外　　組 合 員 一 同

栃木市岩舟町静１４７６－１
ＴＥＬ  ０２８２（５５）５５４８
ＦＡＸ  ０２８２（２５）６５６８

協同組合足利給食センター

理事長　保　々　賀　右

　外　　役 職 員 一 同

足利市福居町１７７０
ＴＥＬ  ０２８４（７２）８２７１
ＦＡＸ  ０２８４（７３）１２７７

協同組合宇都宮車検センター

理事長　伊　藤　康　倫

　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市平出工業団地４４－１４
ＴＥＬ  ０２８（６６２）５５７５
ＦＡＸ  ０２８（６６１）２６６２

URL:http://www.utsunomiyasyakencenter.or. jp/

栃木県青年経営者中央会
会　　長　阿久津広輔
副 会 長　横山　昌広　　加賀田知冶
　　　　　古舘　聖基
理　　事　鈴木　　徹　　荒井　博幸
　　　　　落合　幹之　　植木　啓之
　　　　　阿久津　信
特別理事　相良　正則
監　　事　石井　道康

宇都宮市中央３－１－４　栃木県中小企業団体中央会内
TEL 028（635）2300／FAX 028（635）2302
「栃木県青年中央会」でも検索してください！

年頭にあたり皆様のご繁栄、ご健勝をお祈り申し上げます謹賀新年謹賀新年謹賀新年
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栃木県食肉事業協同組合連合会
会　長　渡　邉　秀　夫
　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市川田町２１０－３
TEL 028（656）4092／FAX 028（656）6824

宇都宮畜産食肉事業協同組合
理事長　鈴　木　宏　幸
　外　　組 合 員 一 同

宇都宮市川田町２１１－３
TEL 028（656）5990／FAX 028（656）6824

栃木県トラック協会協同組合
理事長　手　塚　久　男
　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市八千代１－５－１２
TEL 028（615）2400／FAX 028（615）2401

栃木県東トラック事業協同組合
理事長　塚　本　美貴吉
　外　　役 職 員 一 同

真岡市鬼怒ケ丘８－３
TEL 028（667）2535／FAX 028（667）6011

足 利 鉄 工 業 協 同 組 合
理事長　荻　野　光　一
　外　　組 合 員 一 同

足利市有楽町８３５
TEL 0284（42）7545／FAX 0284（43）2664

URL:http://www.acs-net.co. jp/iron/

栃木県管工事業協同組合連合会
会　長　和　田　　　均
　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市平出工業団地４４－２８　宇都宮市管工事会館２Ｆ
TEL 028（683）6372／FAX 028（683）6373

URL:http://www.tochikanren.or. jp/

両 毛 舗 装 事 業 協 同 組 合
理事長　岩　澤　理　夫
　外　　役 職 員 一 同

佐野市大橋町１１２６－６
TEL 0283（21）3122／FAX 0283（21）3123

栃木県電気工事業工業組合
理事長　吉　成　孝　夫
　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市戸祭４－１４－３１
TEL 028（622）1931／FAX 028（622）1934

URL:http://www.totiden.jp/

栃 木 県 電 機 商 業 組 合
代表理事　長　島　　　篤
　 外 　　役 職 員 一 同

宇都宮市戸祭町2183－1
TEL 028（622）9312／FAX 028（621）9201

栃木県環境整備事業協同組合
理事長　菊　地　豊　樹
　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市明保野町３－１６
TEL 028（614）7929／FAX 028（614）2343

協同組合栃木県中小企業振興会
理事長　齋　藤　高　藏

　外　　役 職 員 一 同

当組合は、次の事業を行っておりますのでご利用ください。

◇ＥＴＣコーポレートカード共同利用事業
高速道路をＥＴＣカードで走行する車両を対象に、各種割引制度が利用できます。
ＥＴＣカードは、利用額に応じてコーポレートカードとＵＣカードの２種類を用意して
おります。

◇金融斡旋事業
中小企業に対する、商工中金からの借入れ斡旋を行います。

詳しくは、下記までお問合せください。

　　 〒320－0806
　　 宇都宮市中央３－１－４　栃木県産業会館３Ｆ
　　 TEL・FAX　０２８（６３５）２０６５
　　 URL：http://www.sinkokai. jp/

年頭にあたり皆様のご繁栄、ご健勝をお祈り申し上げます謹賀新年謹賀新年謹賀新年
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足 利 鉄 工 団 地 協 同 組 合
理事長　伊　藤　清　志
　外　　組 合 員 一 同

足利市福富新町７２６－２４
TEL 0284（71）0922／FAX 0284（71）0923

URL:http://www.ashikaga-iron.net/

栃 木 県 印 刷 工 業 組 合
理事長　井　上　光　夫
　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市宝木町１－２８
TEL 028（622）7580／FAX 028（622）7588

URL:http://www.topia.or. jp/

お も ち ゃ 団 地 協 同 組 合
理事長　富　山　幹太郎
　外　　役 職 員 一 同

下都賀郡壬生町おもちゃのまち１－３－１０
TEL 0282（86）0331／FAX 0282（86）0333

栃 木 県 板 金 工 業 組 合
理事長　岩　室　久　夫
　外　　組 合 員 一 同

宇都宮市東浦町１６－８
TEL 028（659）2177／FAX 028（659）2177

とちぎ流通センター協同組合
代表理事　嶋　田　和　昭
　 外 　　役 職 員 一 同

鹿沼市流通センター６６
TEL 0289（78）2111／FAX 0289（78）2110

URL:http://www.trc3.jp/

モノつくり事業協同組合
代表理事　三　谷　　　侯
　 外 　　役 職 員 一 同

宇都宮市徳次郎町２６２０
TEL 028（665）8510／FAX 028（665）8511

URL:http://monotsukuri-mca.com/

赤帽栃木県軽自動車運送協同組合
理事長　古　澤　年　男
　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市下栗１－４－３
TEL 028（638）1919／FAX 028（638）1912

URL:http://tochigi.akabou.jp/

日 光 市 大 工 協 同 組 合
代表理事　星　野　元　一
　 外 　　役 職 員 一 同

日光市今市１６５９－１３１
TEL 0288（22）7382／FAX 0288（22）7382

足利プレス工業協同組合
理事長　小　倉　健　夫
　外　　役 職 員 一 同

足利市川崎町１３１０　オグラ金属株式会社内
TEL 0284（91）4111／FAX 0284（91）4127

栃木県コンクリート製品協同組合
代表理事　山　岸　信　介
　 外 　　役 職 員 一 同

宇都宮市平松町４８３－１
TEL 028（635）7778／FAX 028（636）1998

資源のリサイクルで地球温暖化防止に貢献します

栃木県リサイクル協同組合連合会

会　長　日下野　　　隆　　　　

　外　　役 職 員 一 同　　　　

宇都宮市天神２丁目７番１８号
鈴木会計事務所内　　
ＴＥＬ  ０２８（６３４）５９３０　　　
ＦＡＸ  ０２８（６６６）８５１３　
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ジョブサポート協同組合
代表理事　早　坂　泰　山
　 外 　　役 職 員 一 同

小山市城東４－１－３５
TEL 0285（30）7780／FAX 0285（24）6662

URL:http://tjsc. jp/

協同組合キャリアステーション
代表理事　松　﨑　　　眞
　 外 　　役 職 員 一 同

栃木市境町２３－８
TEL 0282（20）5666／FAX 0282（24）9660

とちぎビジネスネットワーク協同組合
理事長　石　澤　　　徹
　外　　組 合 員 一 同

佐野市小見町１０８－２１
TEL 0283（62）1238／FAX 0283（62）1083

栃木県興行生活衛生同業組合
理事長　三　井　勝　滋
　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市江野町７－１３　プラザヒカリビル４Ｆ
TEL 028（634）3769／FAX 028（634）1414

栃木県美容業生活衛生同業組合
理事長　黒　子　和　夫
　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市宿郷２－１０－１１
TEL 028（651）5225／FAX 028（635）3090

栃木県理容生活衛生同業組合
理事長　山　本　賢　司
　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市塙田４－４－１０
TEL 028（622）3517／FAX 028（625）7593

URL:http://tochi-riyo.com/

塩 原 温 泉 旅 館 協 同 組 合
理事長　田　中　三　郎
　外　　役 職 員 一 同

那須塩原市塩原６７５－９
TEL 0287（32）2248／FAX 0287(31）1124

URL:http://www.siobara.or. jp/

栃 木 県 遊 技 業 協 同 組 合
理事長　金　　　淳　次
　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市二荒町５－１９
TEL 028（634）6655／FAX 028（634）6656

栃木県石灰工業協同組合
理事長　駒　形　忠　晴
　外　　役 職 員 一 同

佐野市葛生東１－１３－２１
TEL 0283（85）3700／FAX 0283（86）4310

URL:http://www.tochigi-lime.com/

栃木県砕石工業協同組合
理事長　駒　形　忠　晴
　外　　役 職 員 一 同

佐野市葛生東１－１３－２１
TEL 0283（85）3331／FAX 0283（85）3332

栃木県中小企業団体中央会
会　　長　齋　藤　高　藏　　
副 会 長　横　倉　正　一　　
　 同 　　長　島　俊　夫　　
　 同 　　喜　谷　辰　夫　　
　 同 　　伊　藤　清　志　　
　 同 　　吉　成　容　一　　
専務理事　益　子　照　雄　　
　 外 　　役 職 員 一 同　　

 宇都宮市中央３－１－４　栃木県産業会館３階　　
ＴＥＬ 028（635）2300　FAX 028（635）2302
URL:http:www.tck.or.jp
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栃木県建設業協同組合連合会
代表理事　谷　黒　克　守
　 外 　　役 職 員 一 同

宇都宮市簗瀬町１９５８－１
TEL 028（639）2611／FAX 028（639）2985

栃木県室内装飾事業協同組合
理事長　上　田　孝　治
　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市西川田町９７４－５
TEL 028（645）7475／FAX 028（645）7482

E-mail :tochiso@triton.ocn.ne. jp

栃 木 県 税 理 士 協 同 組 合
理事長　多　久　善　巳
　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市鶴田町３２００－２
TEL 028（637）1007／FAX 028（634）0269

URL:http://tochizeikyo.or. jp/

協 同 組 合 宇 都 宮 餃 子 会
代表理事　平　塚　　　康
　 外 　　役 職 員 一 同

宇都宮市馬場通り２－３－１２
ＭＥＧＡドン・キホーテ　ラパーク宇都宮店３Ｆ

TEL 028（633）0634／FAX 028（633）0636
URL:http://www.gyozakai.com/

栃木スズテック協同組合
理事長　鈴　木　直　人
　外　　組 合 員 一 同

宇都宮市平出工業団地４４－３
TEL 028（662）7211／FAX 028（662）5592

小山広域廃棄物処理協同組合
代表理事　山　本　久　一
　 外 　　組 合 員 一 同

小山市大字外城１５７－３
TEL 0285（23）3026／FAX 0285（25）4711

下野市管工事業協同組合
理事長　吉　田　宗　司
　外　　役 職 員 一 同

下野市小金井２３４９－１
TEL 0285（38）7040／FAX 0285（38）7041

栃木県プロパンガス商業協同組合
理事長　添　野　雅　晴
　外　　役 職 員 一 同

日光市野口６３８－１
TEL 0288（53）5021／FAX 0288（53）5022

企 業 組 合 　 愛
理事長　青　柳　光　世
　外　　組 合 員 一 同

宇都宮市元今泉２－２５－３８
TEL 028（612）2570／FAX 028（636）5517

真岡市管工事業協同組合
理事長　近　藤　幸　光
　外　　役 職 員 一 同

真岡市島５６８－１
TEL 0285（82）8083／FAX 0285（82）8297

関東溶融スラグ協同組合
代表理事　森　田　敏　男
　 外 　　役 職 員 一 同

茨城県古河市仁連１３４７
TEL 0280（23）6668／FAX 0280（23）6669

鹿沼青果水産小売商業協同組合
理事長　三　品　　　明
　外　　組 合 員 一 同

鹿沼市茂呂１８８９
TEL 0289（65）3534／FAX 0289（65）3534

物流ネットワーク栃木協同組合
理事長　平　賀　勝　利
　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市双葉１－２－１
TEL 028（684）2300　FAX 028（612）2132

URL:http://www.jl-tochigi.com/

足利トラックセンター事業協同組合
理事長　齋　藤　佳代子
　外　　役 職 員 一 同

足利市野田町１１２０－２２
TEL 0284（72）8706／FAX 0284（72）8707

URL:http://www.ashikagatruck.or. jp/

栃木県自動車運転代行サービス業協同組合
理事長　阿　部　泰　之
　外　　役 職 員 一 同

宇都宮市白沢町４００－１
TEL 028（678）6817／FAX 028（671）8920
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経済産業関係　令和２年度（2020年度）税制改正のポイント
※令和２年度与党税制改正大綱における、中小企業・小規模事業者関係の税制改正の概要が公表されましたのでお知らせ
　いたします。

１．オープンイノベーション投資をはじめとする成長投資の促進
　オープンイノベーション促進税制の創設と現預金の活用
・アベノミクスの成果により増加してきた現預金等を活用して、イノベーションの担い手となるスター卜アップへの新
たな資金の供給を促進し成長に繋げていくため、国内の事業会社やＣＶＣ（コーポレートベンチャーキャピタル）から、
創業10年未満・未上場のベンチャー企業に対する１億円以上の出資について、25％の所得控除を講ずる。その際、オ
ープンイノベーションの取組が確保されるよう、出資者は出資先のベンチャー企業の株式を一定期間（５年間）保有
することとする。
・併せて、収益が拡大しているにも関わらず賃上げ・投資に積極的でない大企業に対しキャッシュアウ卜を促すため、
研究開発税制等の租税特別措置の適用が停止される要件のうち、設備投資要件を強化する（減価償却費の10％以下
→30％以下）とともに、賃上げ・生産性向上のための税制について、設備投資要件を厳格化する（減価償却費の90％
以上→95％以上）。

２．グローバル化や働き方改革の進展への対応
（1）５Ｇ投資促進税制の創設
・Society5.0の実現に向け、国際連携の下での信頼できるベンダーの育成を図りつつ、安全・安心な５Ｇ情報通信イン
フラの早期かつ集中的な整備を行うため、全国キャリアの高度な送受信装置等の前倒し整備について、15％の税額控
除（又は30％の特別償却）を認めるとともに、地域（ローカル）の送受信装置等の設備投資について、15％の税額控
除（又は30％の特別償却）を講ずる。

（2）連結納税制度の見直し及び株対価Ｍ＆Ａの本則化
・企業の事務負担軽減のため、グループ調整計算を維持しながら個別申告方式を導入するとともに、連結グループ加入
時の時価評価課税の対象縮小等を行う。
・会社法改正を踏まえ、自社株式を対価としたＭ＆Ａにおける被買収会社株主の株式譲渡益への課税繰延措置の本則化
については、来年度に向けて引き続き検討する。

（3）消費税の申告期限の延長特例の創設
・働き方改革を踏まえた企業の事務負担の軽減のため、法人税等と異なり申告期限の延長が認められていなかった消費
税の申告期限を１ヶ月延長する特例を創設する。

（4）日本企業の状況を踏まえた国際的な課税の見直し
・国際課税ルールの見直しに当たっては、国際的な議論の動向を踏まえつつ、海外企業とのイコールフッティンゲの確
保と日本企業の国際競争力の向上に向けて、合理的かつ明瞭な制度となるようにする。

３．新陳代謝等を通じた中小企業の生産性向上
（1）中小企業向けオープンイノベーション促進税制の創設
・地域経済を牽引する中小企業による地域経済の活性化に向けた取組を後押しするため、中小企業による、創業10年未
満・未上場のベンチャー企業に対する1,000万円以上の出資について、25％の所得控除を講ずる。

（2）エンジェル税制の拡充を通じた創業直後の中小企業の更なる成長促進
・個人投資家の裾野拡大とリスクマネー供給の強化を図るため、個人のベンチャー投資を促進するエンジェル税制につ
いて、対象となるベンチャー企業の要件を緩和（設立後３年未満→５年未満）するとともに、クラウドファンディン
グ事業者を認定対象へ追加する。

（3）少額資産の特例措置及び交際費課税の特例措置の延長
・中小企業が取得する30万円未満の少額設備投資について、年間300万円まで即時償却を可能とする特例措置を延長する。
・中小企業の交際費を年間800万円まで全額損金算入可能とする特例措置を延長する。
（4）再編・統合等に係る税負担の軽減措置の延長
・中小企業が事業の再編・統合等を行う際の登録免許税や不動産取得税を軽減する措置を延長する。

４．自由化の下でのエネルギーの安定供給の確保
（1）電力・ガス事業の収入金課税の見直し
・2020年に送配電部門が法的分離する電気供給業における法人事業税（収入金ベース）について、その課税方式を見直
し、発電・小売事業のうち２割程度に、外形標準課税（付加価値割＋資本割）を組み込む。また、その課税のあり方
について、今後も引き続き検討する。
・2022年に導管部門が法的分離するガス供給業における法人事業税については、他のエネルギーとの競合や新規参入の
状況とその見通し等を考慮しつつ、課税方式の見直しを引き続き検討する。

（2）資源・燃料や省エネ・再エネに係る投資の促進
・海外資源投資を行う際の事業リスクを軽減する海外投資等損失準備金制度や、石油精製時に不可避的に発生する非製
品ガスに係る石油石炭税の還付措置等を延長する。
・大規模な省エネ設備や先進的な再エネ設備への投資を促進するための措置（特別償却等）について、対象事業者の追
加や償却率の見直しを行った上で、延長する。

　　　　　　　  詳しくは、経済産業省ＨＰ
　https://www.meti.go.jp　令和２年度税制改正のページをご参照ください。

経済産業省からのお知らせ経済産業省からのお知らせ
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　この報告結果は、栃木県中央会において設置している中小企業団体情報連絡員（中小企業組合（協同組合、

商工組合等）の役職員52名に委嘱）による、所属組合の組合員企業の全体的な景況です。

【 前月ＤＩ値差 】

県内主要３指標の推移（前年同月比ＤＩ値）

概 況

食料品製造

繊維・同製品

木材・木製品

印 　 刷

窯業・土石

鉄鋼・金属

一 般 機 器

製 造 業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

建 設 業

運 輸 業

そ の 他

非製造業

全　　体

 25.0 75.0 −25.0 0.0 −25.0 25.0 0.0 −25.0 −25.0
 −25.0 0.0 −25.0 −50.0 −25.0 0.0 0.0 −25.0 −25.0
 25.0 −25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 −50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 −25.0 0.0 −25.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 25.0 −25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 12.0 −8.0 −4.0 −12.0 4.0 8.0 −4.0 −8.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0
 14.3 −14.3 28.6 −14.3 0.0 0.0  0.0 0.0
 50.0  0.0 33.3 50.0 33.3  −16.7 0.0
 −20.0  0.0 −20.0 0.0 0.0  0.0 0.0
 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 −25.0
 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0
 11.1 −10.0 7.4 0.0 11.1 7.4  −3.7 −3.7
 5.7 5.7 0.0 −1.9 0.0 5.7 8.0 −3.9 −5.8

売　上 収　益価　格 設　備在　庫 資　金条　件 雇　用 景　況

情報連絡員報告（令和元年11月分）

　11月の前年同月比ＤＩ値は、前月の前年同月比ＤＩ値と比べ、９指標中「売上高」「在庫数量」「資金繰り」「設
備操業度」の４指標が上昇、「取引条件」「雇用人員」「業界の景況」の３指標が下降した。

　主要３指標では、「売上高」は上昇し−30.8ポイント、「収益状況」は不変で−26.9ポイント、「業界の景況」は下
降し−32.7ポイントであった。
　業種別の状況を見ると、下表のとおり、「売上高」は製造業で７業種中３業種が上昇、２業種が下降し、非製造

業で６業種中２業種が上昇、１業種が下降した。「収益状況」は製造業で７業種中３業種が下降し、非製造業で６

業種中１業種が上昇した。「業界の景況」は製造業で７業種中２業種が下降し、非製造業で６業種中１業種が下降

した。

　台風19号の影響により、店頭での消費の落ち込みや工事中止に伴う売上高減少等が発生している。未だ完全復旧
できていない事業者も存在し、改めてＢＣＰ（事業継続計画）等の必要性を痛感することとなった。また、消費増税に

関し、小売業を中心に大きな影響を受けており、消費者の買い控えや全体的な動きの悪化等により厳しい業況とな

っている。全体的に先行き不安を訴える声が多く、中小企業を取り巻く環境は予断を許さない状況が続いている。
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【和洋菓子製造業】台風19号により被災した組合員のみな
らず、災害後は全体的に売上等に影響が出ている。消費
増税については、軽減税率の効果もあり売上等の下落は
予想したほどではないものの、これまでと同様に厳しい
状況に変わりはない。

【酒類製造業】台風19号で被災した酒蔵は、ボランティア
等の尽力もあり、12月中旬頃より仕込みを開始できそう
である。取引先やお客様等にご心配をかけたが、ようや
く復旧のめどが立ち、一安心である。

【縫製業】月を追うごとに生産量が減少している。平日で
あっても休日に振り替えて就業を一部休止させなければ
ならないほど業況は悪化している。

【染色整理業】複数の組合員において売上高の減少がみら
れる。

【綱・網・レース・繊維粗製品製造業】来春向けの第一弾
の納品が始まり、シーズンの滑り出しとしては各社まず
まずといったところである。11月末に組合として都内展
示会に出展し、様々な業者と情報交換をしたが、年々取
引先の倒産や廃業が増加し、やりくりが大変であるとの
ことであった。

【建具製造業】台風の水害に関連する仕事が増加し、売上
高が増加した。

【印刷業】ニーズの変化、需要の停滞、過当競争、低価格、
資材等の値上げなど厳しい経営環境に変わりはない。

【石灰製造業】鉄鋼向けは減産傾向のため出荷減となった。
肥料関係は先取りがあり、まずまずの出荷となった。建
材関係は台風等の天候の影響でいくつかの工事物件が中
止となったため減少した。全体的には、肥料関係は昨年
並みに出荷できたものの、鉄鋼・建材関係の減少が大き
かったため、減少傾向となった。

【金属製品製造業】自動車部品の一部生産調整の影響によ
り売上高が減少した。

【金属製品製造業】売上低下・人件費増加・人手不足によ
り、自動車部品関連・機械設備関連・プレス金型関連い
ずれも低下した。

【一般機械器具製造業】売上高がやや減少し、それに伴い
収益状況もやや減少した。企業間格差があるため一概に
は言えないが、10月から実施された消費増税の影響懸念
があり、今後の見通しにやや不安がある。なお、人手不
足は継続中である。

【一般機械器具製造業】台風の被害により景気動向は著し
く低下傾向にある。一部に活況な事業所がみられるが、
設備復旧工事等が絡んだ仕事がある場合に限られる。全
体的に景気の停滞感が強くなっているように感じる。

【各種商品卸売業】前月までは全体的に大きな業況変化は
みられなかったが、今月は売上減少や採算悪化とする組
合員が複数みられ、今後の見通し不安が高まった。

【食肉小売業】台風の影響により紅葉の色付きが悪く、例
年より観光客が少ない状況が続いている。また、消費者
の買い控えの影響もあり、売上高が減少している。

【中古自動車小売業】消費増税の悪影響が続いている。８
％に増税されたときより新車の販売減が大きい。新車の
販売数減少に伴い下取車の減少及び中古車の発生減が生
じており、全体的に低調な業況となっている。

【各種商品小売業】消費増税前は駆け込み需要の高まりと
ともに約12〜15％の売上増となったが、増税後の11月は
約17％の売上減となり、厳しい月であった。今後は年末
商戦による売上増を期待しているが、景況は悪く、厳し
い状況が続くと予想される。

【各種商品小売業】消費増税の影響がどれほど続くか恐れ
ていたが、各店舗が積極的にセールを仕掛けたおかげで、
ひとまず前年と同水準に落ち着いた。12月には全館をあ
げて誕生祭セールが実施されるが、さらに積極的な売り
出しを意識して、良い形で今年を締めくくりたい。

【各種食料品小売業】厳しい経済状況が続いている。
【花・植木小売業】9〜10月の大雨と台風の影響により出
荷が激減している産地があり、市場への入荷量は全体
的に少なく、相場は前年比10％程度の単価高で推移した。
産地によっては年内は入荷量も品質も上がってこない品
目があるようなので、産地情報を早めに収集して12月の
繁忙期に備えたい。

【理容業】台風19号により床上浸水等の大きな被害を受け
た組合員が20者あったほか、理容器具の故障等で営業を
一時的に休業した組合員もいた。予期せぬ自然災害であ
ったため、一時は廃業を考えた組合員もいたと聞いてい
るが、何とか踏みとどまり営業再開にこぎつけることが
できたとのことである。一方、被害の大きかった事業所
では未だ完全に復旧できていないところもあるため、組
合でも今後の対応を考えていきたい。

【自動車整備業】台風被害の影響により、月初めから中旬
にかけて整備車両の入庫台数が減少し、それに伴い売上
高も減少した。

【旅館・ホテル】宿泊に関しては、10月と11月がトップシ
ーズンのため、イベント等も多く、高稼働で推移した。
宴会に関しては例年通りであったが、８月から11月にか
けての宴会利用での受注件数がここ数年大幅に減少して
いる傾向にあると思う。飲食店利用に関しては未だ動き
が鈍く感じる。消費増税の影響を一番受けやすい業種で
あるため、今後の対策が必要である。また、台風19号以
降更に鈍くなった感があり、厳しい状況が続いている。

【ビルメンテナンス業】公園除草業務の受注増及び福祉用
具レンタル件数の増加により、売上高が増加している。
人手不足の中で最少人員により業務に対応していること
もあり、収益が増加している。

【給食センター】産業弁当の値上げを実施したが、不採算
部門の撤退等により昨年度より若干の売上高減少となっ
た。配送の燃料費の高騰や最低賃金引上げなどで厳しい
状況ではあるが、食材費の減少や新規の得意先の開拓・
新商品の開発により、収益も良くなると思われる。

【内装工事業】当組合の防炎ラベル支給枚数からみると、
カーテン用ラベルは３％減、敷物用ラベルは10％減、壁
装用ラベルは19％増であった。４〜10月累計では26％の
減少となった。また、産業廃棄物の処理価格が大幅に値
上がりしており、厳しい状況が続いている。

【一般貨物自動車運送業】全体的に人材不足であるが、特
に若年層の人材が不足しており、人材の確保と育成が今
後の課題である。燃料価格が上昇しているため、経費が
増加し収支を圧迫している。働き方改革等により休日が
増加したため、その分売上も低調である。

【貨物軽自動車運送業】月を通して物流が好調で、食品・
鉄鋼・精密機械等様々な分野から依頼がある状態で終始
できた。

【一般乗用旅客自動車運送業】２％弱の売上高減少となっ
た。年末の繁忙期に期待したい。

【大谷石採石業】主に加工を行っている事業者は売上が増
加傾向にあるが、主に採石を行っている事業者は売上が
減少傾向にある。これは、大きな土木工事等の受注が少
ないことが理由と考えられる。
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施策情報施策情報

皆様の取り組みで保険料が変わる！
インセンティブ制度が始まっています

インセンティブ制度とは
　平成30年度から始まった保険料率に関する制度です。健診や特定保健指導の実施等の５つの評価項目に
ついて年度ごとに47都道府県支部でランキング付けを行い、上位過半数に該当した支部についてはインセ
ンティブ（報奨金）が付与され、保険料率が下がるというものです。当該年度の取り組みは、翌々年度の
保険料率に反映されます。財源は、全支部の保険料率の中にインセンティブ分保険料率を盛り込んだもの
となります。よって、上位過半数に該当しない支部については、財源負担が発生し、本来より多く保険料
をご負担いただくこととなります。

平成30年度の実績・・・栃木支部は27位
　令和２年度の保険料率に反映される、平成30年度
の実績は27位となり、栃木支部は上位過半数に入る
ことができませんでした。よって、【財源を負担す
るのみの支部】となります。
　協会けんぽのインセンティブ制度の評価項目は、
皆様が負担する保険料の伸びを抑制することはもち
ろん、皆様の健康への行動を促し、栃木県民の健康
度の底上げに寄与するものです。全ての事業主、加
入者の皆様の健康への取り組みが医療費適正化につ
ながります。協会けんぽも皆様の取り組みを全力で
サポートさせていただきますので、共に取り組んで
いきましょう！

 評価項目 H30年度結果

①特定健診等の受診率 28位

②特定保健指導の実施率 13位

③保健指導対象者の減少率 23位

④医療機関への受診勧奨を受けた 45位

　要治療者の医療機関受診率

⑤ジェネリック医薬品の使用割合 21位

□お問い合わせ先

　協会けんぽ栃木支部　企画総務グループ

　TEL：028−616−1692□お問い合わせ先 
　協会けんぽ栃木支部　企画総務グルー
プ　 
　TEL：028-616-1692 

 

　平成30年度から始まった保険料率に関する制度です。健診や特定保健指導の実施等の5つの評価項目につい
て年度ごとに47都道府県支部でランキング付けを行い、上位過半数に該当した支部についてはインセンティ
ブ（報奨金）が付与され、保険料率が下がるというものです。当該年度の取り組みは、翌々年度の保険料率に
反映されます。財源は、全支部の保険料率の中にインセンティブ分保険料率を盛り込んだものとなります。
よって、上位過半数に該当しない支部については、財源負担が発生し、本来より多く保険料をご負担いただく
こととなります。 

皆様の取り組みで保険料が変わる！ 

インセンティブ制度が始まっています 

評価項目 H30年度結果 

①特定健診等の受診率 28位 

②特定保健指導の実施率 13位 

③保健指導対象者の減少率 23位 

④医療機関への受診勧奨を受け
た 
要治療者の医療機関受診率 

45位 

⑤ジェネリック医薬品の使用割
合 

21位 

平成30年度の実績・・・栃木支部は27
位  

　令和2年度の保険料率に反映される、平成30年度の実績は27
位となり、栃木支部は上位過半数に入ることができませんでし
た。よって、【財源を負担するのみの支部】となります。 
　協会けんぽのインセンティブ制度の評価項目は、皆様が負担
する保険料の伸びを抑制することはもちろん、皆様の健康へ
の行動を促し、栃木県民の健康度の底上げに寄与するもので
す。全ての事業主、加入者の皆様の健康への取り組みが医療費
適正化につながります。協会けんぽも皆様の取り組みを全力で
サポートさせていただきますので、共に取り組んでいきましょ
う！ 

インセンティブ制度と
は 
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必ずチェック　最低賃金　使用者も、労働者も

【地域別最低賃金】

　すべての労働者に適用されます。なお、下記の特定最低賃金が適用とる場合は、その特定最低賃金

の時間額以上の賃金を支払う必要があります。

 最低賃金の件名 時間額 効力発生日

栃木県最低賃金 ８５３円 令和元年10月１日

【特定最低賃金】

　18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。

 最低賃金の件名 時間額 効力発生日

塗料製造業 ９６３円

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 ９１０円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信 ９１０円
機械器具製造業 

自動車・同附属品製造業 ９１７円 令和元年12月31日

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、

医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ ９０９円
製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 

各種商品小売業 ８７１円

　　　　詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室（電話 028−634−9109）
　　　　又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

施策情報施策情報
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行方不明組合員の出資金整理について
相談

　組合員Ａは、平成10年４月１日に組合に加入し、令和元年11月30日まで組合を利用していましたが、その
後行方不明となりました。組合としては、Ａの出資を整理し実質上の組合員の出資のみとしたいのですが、

どのような処理が適当でしょうか？

回答

　出資を整理するには、当該組合員が組合を脱退することが前提となります。ご照会の場合の行方不明組合員に

ついては、資格喪失による脱退か、または除名による強制脱退の２通りの出資金整理が考えられます。

　具体的事情が不明で判断しかねる点がありますが、もし行方不明と同時に事業を廃止しているのであれば、資

格喪失により組合を法定脱退したものとして処理することが可能と解されます。この場合、組合員たる資格が喪

失したことを理事会において確認した旨を議事録に記載すると同時に、内容証明郵便をもって持分払戻請求権の

発生した旨の通知を行うことが適当と考えられます。

　除名については総会の決議が必要であり、この場合除名しようとする組合員に対する通知、弁明の機会の付与

等の手続が併せて必要となります。この組合員に対する通知（内容証明郵便をもって行うのが望ましい）は組合員

の届出住所にすれば足り、この通知は通常到達すべきであったときに到達したものとみなされますので、一応通

知はなされたものと解されます。弁明の機会の付与については、その組合員が総会に出席せず弁明を行わない場

合は、その組合員は弁明の権利を放棄したものとみなされ、除名決議の効力を妨げるものではないと解されます。

　なお、除名が確定した場合は、資格喪失の場合と同様に、持分払戻請求権の発生した旨の通知をするのが適当

です。定款に規定されている場合は、持分の半額を払い戻します。

　以上の手続きにより、当該組合員に持分払戻請求権が発生しますが、その請求権は２年間で時効により消滅し

ますので、時効まで未払持分として処理し、時効成立を待ってこれを雑収入又は債務免除益に振替えるのが適当

と考えられます。

　なお、中小企業等協同組合法第22条（払戻の停止）に基づき、脱退者の組合に対する経費の払込、貸付金の返
済、その他一切の債務を完済するまでは、その持分の払戻しを組合において停止できます。なお、この場合、持

分と債務とを相殺することは禁止されていません。

○資格喪失による脱退

　理事会の確認及び議事録の作成　　　　　持分払戻請求権発生の通知　　　　　　　　　

○除名　　　　　　　　　　　　　総会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　除名決議通知書の送付　　　　　弁明及び　　　　　
除名決定及び持分払戻請

　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　決議　　　　　　
求権が発生した旨の通知

　　　　　

理事会の確認及び議事録の作成 持分払戻請求権発生の通知

払戻もしくは２年

経過後に雑収入ま

たは債務免除益と

して振替える


